
お問合せ、ご相談はお取引店の窓口へご連絡ください。 
(午前9時～午後5時/休業日：土日祝) 

新NISA概要は 
裏面をご確認ください。 

新NISA制度移行時の注意事項 

2024年以降NISA制度が抜本的拡充および恒久化されるなど制度内容が大きく変わる予定です。 
ついては、新NISA制度移行にともない、ご注意いただきたい事項がございますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。 

お取引店の電話番号 
はこちらから 

  
    
  
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

新NISA 

  2023年12月末時点で一般NISAまたは 
  つみたてNISAを開設されている方は 
  新NISAに自動的に変わります。  

   一般NISAの非課税期間(5年)終了時、 
  翌年の新NISAに移行(ロールオーバー)する 
    ことはできません。 

   一般NISAまたはつみたてNISAで購入されたファン 
  ドの分配金受取方法を再投資とした場合、 
  2024年以降は課税口座での買付となります。 

  一般NISAで投資できるファンドの中には 
  2024年以降、新NISA(成長投資枠) 
   で運用できないファンドも含まれます。 

一般NISA 

成長投資枠対象外ファンドを積立している 
場合、課税口座にて積立が継続されます。 

2023年末 2024年 

つみたてNISA 

①課税口座に移管する。 
②非課税期間内に売却する。 

2019～2023年 
一般NISA投資分 

(2023～2027年 

非課税期間終了分) 

本年非課税期間終了分より 
次の2つからご選択ください。 

◆つみたてNISAはロールオーバーを選択いただくことはできません。 

一般NISA 

つみたてNISA 

株式や投資信託など 

つみたてNISA対象
の投資信託 

新NISA 
 
 
 
 
 
 
 
 

成長投資枠 

つみたて投資枠 

2023年12月末時点で一般NISAおよびつみたて
NISAで積立契約がある場合は、2024年以降も 
新NISAで積立が継続されます。 
(一部例外があります。) 

一定の条件を満たす   
株式や投資信託など 

つみたてNISA対象の 
投資信託を引継ぐ 

一般NISA 

つみたてNISA 

成長投資枠 
新 

NISA 

2024年からの分配金 

受取 再投資(先) 

非課税 課税口座 

非課税 課税口座 

非課税 
非課税口座 
(再投資先は 
成長投資枠) 

非課税 
非課税口座
(再投資先は 
つみたて投資枠) 

※1 

※１一定の条件・・・①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託 
   およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除きます。 
※２非課税で支払われた分配金を再投資した場合、「課税口座」での買付となります。 
※３再投資先にNISA非課税枠が残っていない場合、または再投資先に受入可能な勘定 
      がない場合は課税口座で再投資となります。 
 

分配金受取方法 

つみたて投資枠 

◆銘柄によっては「分配金なし」タイプがありますのでご注意ください。 

※3 

※3 
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※2 



2024年からの 

新NISA制度   5つのポイント 

※１長期の積立 分散投資に適した一定の投資信託 ※２①整理 監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除きます。 
 


